
ν

W

書式第3号のЭ (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 相対値基準。原則用)

∝意中①
・ 奥餞判定期間と|ム 申睛書腱出の自mこ終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ2年、コ新は5年)内に終了した各事業年度
のうち最も早い事業年度の初日から中酔書提出の菫前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例え:よ 3月決諄法人が24年 6月に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の壼更を行つていなけ‖よ 奥艤輌自用■ま
れめて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日から24年 3月 31日 G雪卿申ま5事来年度)となります。
・ チェック欄ヨよ、この表の各欄の記崚を終了し、基準を満たしていることを確日したら「チェック欄」にチェックを配載してくだ
さい C申 2表以下についても同様です。)。

・ 0こついては 小数点以下第3位を切り捨てた歌色を記載してくださしヽ

法人名 樅脚幅脚、日本テニスウ勲枢絵 寿静」定柳間 平成 31年 1月 1日～令和 5年 12月 31日

1 経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が頃哺辟1鰤日明間ぐ祠颯注憲事項参照)におい

て5分の1(20%)以上であること。

チェック欄

○

経 常 収 入 金 額 (② の 金 ■ ) ① 1,″■010円

嘱Э

´ヽ

寄 附 金 等 収 入 金 額 (0の 金 田 ) ②
"0,α
Ю円

囃Э

基準となる割合 (②÷①) ③ 62,37%

実 績 判 定 期 間

総 収 入 金 額 ⑦ 1,47,010円

控

除

金

額

国の補助金等の金額 0輌に鋳 の記載がある場合は、記入不動 ⑦ 0円

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ⑫ 0円

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合の負担金額
○

0円

資産の売却収入で臨時的なものの金額 ④ 0円

遺贈により受け入れた割附金等のうち基喘限胸6日頃に相当する金額 (付表1(相対値
基晴・原則用)①幅の「()」 )

②
0円

喘附者の氏名(法人の名功う等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合計

額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準・原員!月)(DD
○

0円

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかでなセ喘鮒隆額 (付表1(相対値基準・原員1月 )

0湘D
②

0円

都 1翻頃 (←⑦―OOOOO② ) ② 1,″5,010円

受入葡附金総額 (付表1(相対値基準。原員l明日)(DD O 1,100,(DD円

控

除

金

額

一者当たり基準限度超過額の合計額 (付表 1(相対値基準・原員1明)10D ① 180,∞0円

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合

計額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準・,讀1月)OD
②

0円

寄附者の氏名(法人の名励う等が明らかでない葡附金額 (付表1(相対値基準・原員1げ日)

C‖D
④

0円

却 1僣頃 (い09-0) ○

"n∞
0円

会費収入 (⑫幅と付表2(相対値基準用)④幅のうちレずれ力沙なし枷 ② 0円

国の補助金等の金額 健瀬の金額を限度とする。) ② 0円

答片0顧 (0+②+② 0 gЮ,αЮ円



書式第 3号の③ (法第44条。51条関係)

受け入れた寄附金の明細衰  第1表付表1(相対饉薔率・原則用)

法人名 盤捕1鵬漱 日析ニスウエ琳ス齢 実績判定期間 平成 31年 1月 1日 ～令和 5年 12月 31日

1 基準限度日の計算

2 (法人・団 にあっては、その の らかで 附金じ

V

3 の氏名 (法人・ つては の )及びその住所が明らか

①～Oの各日の「( )」 :こは.遺■ (■与者の死亡により鋤力を生する■与を含みます。)!=よ り受け入れた書晴金又は■与者の歓相餞
人に係る相饉の日拍があつたことを知った日の翌日から 10月以内に当臓相饉により当餞■与書が取椰した財自の全

“

又は―

“

を当餞■
与書から口与 (■与■の死亡により鶴力を生する|■与を瞼きます。)により受け入れた書‖金の■書田 してください。

W

受 入 寄 附 金 総 額 O 1,1(X,,OX)円

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 O 0円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係功成金

の額の総額を控除した金額の10%相当額 ((0-0)X10%))
◎ 1lQOⅨ )円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の50%相当額 ((0-0)Xm%))
◎ 晨Ю,000円

)

① 0円①のうち寄附者の氏名 (法人・団体にあつては、その名称)

及 び そ の 住 所 が 明 らか で な い 寄 附 金 の 額

①のうち基準限度超過
額 (①―②)

③

役職

①

寄附金額

②
①相とO(特定公益増遣
法人、日定特定非営利活

動法人については◎)欄
のいずれか少ない金額

寄附金の合計額が20万円
以上の役員の氏名

＞

円

＞

円

(

(

(

(

(

)

円

)

円

)

円

(

(

)

円

＞

円 円

¨＞

円
一＞

円

(

(

(

(

(

( )

円

)

円

)

円

)

円

(

(

(

(

(

)

)

(

(

)

円

)

円

)

円

)

円

)

円

＞

円散当なし

0円 0円
〇

0円

役員等からの寄附金の額が 20万円以上

のものの合計額

0
0円 0円 0円

特定公益増進法人、椰

定特定非営利活動法人

)

鋭Ю,領Ю円

)

IЮ,∝Ю円
0欄以外の者 O

)

1,IЮ,αЮ円

⑭相以外の同
一の者からの

寄附金の額が

1千円以上の

ものの合計額

①

)

0円

同一の者からの寄附金の額が 1千円

未満のものの合計額

①
0円

休眠預金等交付金関係助成金

1,lCЮ ,αX)円

(

①
IЮ,∝Ю 円

⑭合  計 (0+⑥+O+①十①)

円

)

(



書式第3号のЭ (法第44条・51条関係)

社員から受け入れた会費の明細表 第1表付表2(相対値基準用)

法人名 続糊田醜ヽ 日本テニスウエル|ネス際 実績開定期間 平成 31年 1月 1月～令和 5年 12月 31日

1 社員の会費に関するヨ麟撃
社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のイと口の基準を満たす必要があります。

基 準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判  定

イ
社員の会費の額が合理的な基準により

定められている

定款 付則6により、「正会員lよ 年会費¥6000」 と定められて

いる。
ftP't,v'i

ロ

社員 (役員等を除く。)の数が 2()人以上

である

社員名簿に23名癒軋 (内役員等6名、役員親族0名 )

令和5年 12月 31日現在
はい

※ イと口の基準を満たしている場合は、「2 社員の会費の額の受入宙附金算入限度額の計算」を行つてくださ
い。

2 社員
`D`キ

ヨ

“

D硼IC),こ′に1‖H」目庫′u薔ロヒ■kDe+算

社 員 の 会 費 の 額 の 合 計 額

ψ

V

共益的活動の割合 (第 2表③欄 )

①から控除する金額 (① X②  )

差  引  金  額 (①―③)

② %

③
円

④
円

↓

第1表 (相対値基準・原員1旧)②‖又は、
第1表 (相対値基準・小規模法人用)②欄ヘ

(ヽ日鬱|1申可D
・ 社員の会費に目する基準について悩Bするため、会口等や牡員名簿の提示を求める場合があります。

①
円



｀ン
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書式第6号の① (法第44条・ 51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)
③については、小数点以下第3位を切り捨てた数饉を記載してください。

法人名 特定非榔賠動法人日本テニスウエルネス協会 チェ″ 欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ○

イ 会員等に対する責産の議演若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対線が会員等である活動 (資産の議演等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

口 会員等、特定の団体の構成員、特定の職城に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の議演等を除く。)

〈注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区壌の一部で地縁に基づく地城をいいます。
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標 )

1,540,962円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 0円

O②ヘ

基準となる割合 〈②―①) ③ 0%

イ

会員等に対する資産の議渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
①

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑥

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (0+⑤ +◎+①+◎ ) ① 0円



V
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書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (布口D

∝意中D
・ 認定薔串等チェック表 (第 3表)iム 法第5彙第1項に基づく書類 (役員輛酬規濶簿提出●錮Dの搬出時においても記載及び添
付する必理があります。その場合、上記口の記目の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつてiよ法第
“

条第1項に基づく書颯(役員■聞協穆囀日川■Dに配載した事項について、
添付を省略することができます。

法人名 特定非営和括動法人 日本テニスウエルネス協会 チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族諄

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又鰤恨簿書類の備付け、取引の記
録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金戯の費強が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人躙申よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及び〕こついて:よ 小数点以下第2位を切り捨てた数饉を記載してくださしヽ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑨

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④■⑥

① ② ③ ④ ⑤

③ 令和群 1月 1日～12月 31日
7人 0人 0% 0人 0°る

⑤ 令和 2年 1月 1日～12月 31日
7人 0人 0% 0人 0%

◎ 令和 3年 1月 1日～12月 31日
5人 0人 0% 0人 0%

① 令和4年 1月 1日～12月 31日
5人 0人 嘔 0人 0%

◎ 令和 5年 1月 1日～12月 31日
5人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
5人 0人 0°る 0人 0%

各社員の表決権が平等である ◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

tll, \

l, \ll' rZ

はい

いいえ

はい

いいえ

Itl/ \

v\L\z

はい

いいえ

はい

いいえ

コ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

奎」白日重田ゆ」國螂日●■口菌腱ヨ出ヒ』■■□出口」 世●

“

2●ゝ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申尉罰寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい はい

面》

はい はい

延D
はい

いいえ

はい

こ⊃

帳簿書類の備付け、取引の記録及llび帳簿書類の保存

を青色申告L人に準じて行っている いいえ いいえ

Cb
いいえ

輌》

いいえ

輌D
いいえ

はい

いいえ

′‐~~ヽ

はツ

いいえ

項
日

【 ③ (D ◎ ① ◎ ① 申詣罰時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有嗅p 有くρ 有遜D 有てp 有・無 有てD

V

第3表 (りuD

∝菫申O
日定の有効期間のコ輌の申請に当たつて|ム 法第

“

彙第1項に薔づく書類

“

口躙□闘程書提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

V

匹シ



V
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

∝意中D
鳳定の有効期間の夏新の申請に当たつて:ム 法第5彙第1項に基づく書類 (役員枷酬旧屈等樋出書類)に記載した事項について、澤
付を省略することができます。「

法人名
物∪樫断I脂働法人

日本テ■スウエルネス協会
◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請 時

役  員  数 7人 7人 5人 5人 5人 人 5人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職潟
続柄

等

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ 〇 ◎ ① 1言
童睡・i日ロ

年月日

松枝 證 理事

〇 ○ ○ ○ ○ ○

就任

平成 11年 4月 21日

=浦 知義

矢内 信夫

湯山 泰次

岩井 勇策

松本 公一

鈴木 千登世

理事

理事

理事

理事

理事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

|

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任

平月え19年 1月 1日

就任

平成 11年 4月 21日

就任

平成19年 1月 1日

就任

平成31年 1月 1日

退任

令和2年 12月 31日

就任

平成 11年 4月 21日

退任

令和2年 12月 31日

就任

平成
"年
1月 1日
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V

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(日饉輌 )
。 「伝瞑測ま帽簿名」欄よ 例えば『入金伝票」、「出1剣日和、「撮薔伝ヨU、 |]全出

"嘲

b、「8勘定元艤」などのように配口します。

・ 『左の根申中の形聰」欄ム「単凛コ、ウι″ズリーフ」、:裏丁欄専」などのように記載します。
・ r"颯α時期」欄よ『闘時」、「毎日」、「¬ ごと」のように口曖します。

・ 躍定の有効期間Dコ新の中請に当たって|よ 法第
"条
第1項に基づく書類 (役員報昴層□嘲口川■Dに記職した内容に吏更

がないとき|よ 澤付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 日本テニスウエルネス協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳

表計算ソフト (EЮの

ノレーズリーフ

随時 7年

預金出納帳

表計算ソフトωЮω

ルーズリーフ

随時 7年

総勘定元帳

会計ソフト (キーパー財務)

ルーズリーフ

随時 7年

仕訳日記帳

会計ソフト (キーパー財務)

ルーズリーフ

随時 7年
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書式第10号 (法第44条・51条・58条関n

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

G菫中D
・ r… ェック豪 (■ 4表)」 (よ 法第5彙第1項に基づく書類 (役員帽職籠□嘲日川■Dの提出時においても口曖
及び澤付する必員があります。その場合、『

…

ェック壺第4豪 〈次素)」 い崚び二)の記曖及び洒付の必要はありま
せん。

・ 口定の有効期間D更新の中鯖に当たつて:よ 法第5彙第1■に薔づく書錮 (役員欄■目旧曽提出■開Dに配曖した事項につい
て、改めて配崚する必要はありませ.ん。

レ

法人名 特定非営利活動法人 日本テニスウエルネス協会 チェッタ相

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと
口 役員等に対し欄■又餞綸与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と
当法人との間の資産の幅渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特男:に)利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績削定期間における受入寄附金総額の70%.以上を特定ヨト営和1活動の事業費に充てていること

○

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申宙早申

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び1話を

教化育成する活動
有・⑬ 有・O 有。① 有・① 有・① 有 ・ 無 有・⑬

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれこ

反対する活動
有・① 有・⑬ 有・⑬ 有。① 有。① 有 ・ 無 有・⑮

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・⑬ 有・① 有・⑬ 有。① 有。① 有 ・ 無 有・⑬

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 中酬時

役員の職務の内容、聴員に対する給与のラ場綸の1カ況、当ツ晏人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等la照らして、当法人″Xt員に対す

る報酬の支給として過大と認められる欄酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・① 有・③ 有・① 有・0 有・0 有・無 有・Q

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の議渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・0 有・① 有・③ 有。① 有・Q 有・無 有・Q

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利溢の供与の有無
有・① 有・Q 有・① 有・0 有・Q 有・無 有。①

営利を日的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の剣職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有・O 有・Q 有・Q 有・〇 有・無 有・0

イ



(第 4表 ′頓D

｀ン

項
日

【 実績開|に期間

事 業 費 の 総 額 ① LttЮ,962円

特ilJP営禾IP舌1カに係る事業費の額 ② 1,540,962円

櫛O贈利潤ン)害1吟 (②÷◎ ③ 1∞%

ハ

注・『ハ』について、事業費以外の指
仰こより1[9rを行う1場合|ヨま、

使用した指標吸び単位を|□曖
してくださしヽ

使用した指標 単位

菫墜産型壼菫亜立日整
コ腱基K二墨エ

項
日

い 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 1,IЮ,∝Ю円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額
② 1,1(Ю ,αЮ円

受入寄附金の充当割合 (②÷①) ③ 1〔0る

※′、二について、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さしヽ

勘 定 科 目 金 額

円

v  (注意|■D
・『認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 0ヽ及び二):よ 法第55条第1項に基づく書類 G唄廂國日曜崎提出癬Dの錮出時に
{J:画び添付の必ヨまありません。
・「ハ及び二」の0こついて:ム 小数点以下第3位を切り捨てた数饉を記載してくださしヽ



▼
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬時の状況 第4表付表 1

∝菫中D
・ r役員等に対する資産の■蹟岬の状滉専 (第 4表付颯 1)」 は、法第

“

彙第1項に薔づく書類 (銀
…

1口Dの
提出時に:調口曖及び澤付の必要はありません。

・ 日定の有効期間DIコ所の中請に当たつて:よ 法第5彙第1■に基づく書類 (役員報酬田旧崎提出■開Dに記載した事項につい
て、改めて●職する必要はありません。

法人名 特定井消

"脂
動法人 日本テニスウエルネス協会

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給 (実績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してくださし、

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ′らの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者りヽ 友当します。

①  役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② Cつ 者と婚姻D届出をしていないが事実上婚姻関係と同熊の事情にある者
③  Cつ者の使用翅 び使用

…

     
「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の星偶者若しくは三親等以内

の親嚇むから受ける金鉄その他の財産によつて生計を維持している者

④  ②又lま〕こ1魯デる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口を除く。)

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし

(注 2)注 lαЭ～Cの内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 平成 31年 1月 1日 ^冷和 6年 8月 2日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



V

書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する責産の譲渡等の状況等 第4表付表2(1"コD

∈菫コ0
・ 「銀 等に対する資産の日濃等の状況等 (第 4表付表 2)」 |ム 法第5条第:項に基づく書類 (銀輌■規日串提出書順)の提出
時には記輯及び活付の必要はありません。

・ 巴定の有効醐国の更新の申請に当たって|ム 法第騎条第 1項に基づく書類 (役員報酬場程等腱出書Dに記載した事項について、
添付を省略することができます。

し

法人名 特定非営利活動法人 日本テニスウエルネス協会

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは二親等以内の親族又はこれらの者と
特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対‐する資産の譲渡等 (塞績」
立製l固四:こ:ヨ:輌1睾!婆:凶量ュュを含1量螢瑳奎墾憂壁匙烈塾≧堕皇誼書:⊆:握世」ヒ:圧奎ヒ⊆|ご工

`2!Lユ
弘笠)について以下

の項目を記載してくださし、

(注)昨ワヒ)EE係」とは彰kに 1日げる関係をしヽ まヽす。
① 婚姻の届出をしていないが事実幽 関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用入以外の者で当該役員等から受ける
-0財

産によって生計を維持している関係

③ 上認Э又は②に掲げる関係にある者0塘己偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取 引先 の氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内 容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円



し

ヽ
｀中′

第4表付表2(2欠ヨD

∝憲申O
r役員中に対する責壺の腱菫伸の状況簿 (第 4表付衰2)」 |よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員輻酬目屈呻提出■■Dの提出

時には記曖及び添付の必要はありません。

認定の有効醐間D更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類|(役員報酬晟程靖槻出書麟Dに記職した事項について、

添付を省略することができます。

取引先の氏名等
法 人 との

関   係
役務の提供の内容 役務の提炸 月日 対価の額

その他の取引条件

等

 ホームページ管理

指導の業務委託料

平成 31年 5月 8日
Ю ,αЮ円

請求書による

円

円

円

円

円

円

円

円

円

{3}役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 :役員の選任その他1当法人の財産の運用及(層鵬柴
`褻
雪営に関する1事項

(該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

該当なし

3 支出した寄附金じ壺壺崖菫星丞聖堕壷壁⊇握幽.目二重塾菫送笙厘囲艶2旦ユ壼里證置の壁赳2旦塁EL茎

寄 附 の 目 的 等支 出 金 額住 所 等 支 出 年 月 日支 出 先 の 名 称 等

円該当なし

円

円

円

円

円

円



ν

ヽ
ヽ

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記颯及び添

付する必要があります。

・日定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 日本テニスウエルネス協会 チリタ相

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において関寛させること
0

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定軟等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類         /
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は■員給与の支綸に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類                          __

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 (社内規則)等がある湯合には、その

“

則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

―
しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三規等以内の規族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行つた場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



つ

し

書式第14号 (法第44条・51条・58菊矧つ

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 樅精網難人日本テニスタリレネス協会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し
ていること

チェァク相

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

∝菫中D
・ 法第55彙第1項に基づく‐  (役員颯■H目的粗出■暉Dの腱出時に当たつて:ム

…

ェック表 〈第6表及び第81D
iム 記曖する必要はありません。
,日定の有効期間D更新の申請に当たつては 日定基準等チェック豪 (第 6表及び第8表)の記餞の必要はありません。また、法
第55条第1項に薔づく書類 (役員報酬用□嘲田川臼Dに m載したコ啜について、改めて腱載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事彙報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェァク欄

特定非営

"脚
促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令:4づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利
益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

O

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力τ

"l益

を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・露定書卑等チェック表 (第 71DI Iム 法第5条第1項に出づく書類 (役員1輻■綱屈簿撻出■類)の口出申こ口曖及
び澤付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。③ 有 。③ 有 。① 有 。① 有 。① 有 毎
ヽ
有 。①



書式第15号 (法第44条・51条・58条関例0

欠格事由チェック表

法人名 特定非調 括戦法人  日本テニスウエルネス協会 チェッタ欄

認定、特例口定又閾認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に散当する法
人!調認定、特

"日
定又は2定の有効期間の更新を受けることができません。

1 役員のうちに、次のいずれ力ヽヨ腋当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又臨 認定特定非営利活動法人が特例巴定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当麟日定特定非営利活動法人又は当麟特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 彙日以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等

餞:)若

しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暑力団の構成員等・

2)

2認 定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3定 款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 〈認
」菫」:整」鰹:塑堕塵堕 :璽回!盤:Ш12コ:國壼:皿皇」墨.コ整囲1日堕:豊:墜:塁:童空里1菫重l幽1延堕!L壁:2コロ國 !
i型堕墨劇田堕墜型國塵堕量里厘重世壼」量曇塁劃塑述菫:型堕躙配EQ壺塑望墨」聾墜立)。
5 回税に係る重加算税又!J也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに磁当する法人
イ 曇力団
口 曇力団又は暑力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営

"由
が認定を取り消された場合又は特伊認定囀碇り降軒i括,法人が特例縣定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営稲 鏃 人又は当該囀静1廠目掟 非営和鵬 人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・③

禁国以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・①

囀調多F営和踊罰1瀬菫世滋ヨξしくは暴力団員による不当行為防止演こ違反したことにより、若しくは刑

法第
"4条
等若しくは暴力行為等処罰法α

"Fを

,Eしたことにより、又はE舅期旨しくは地方りむこ1対す

る法律に通反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有・ 饉

ワ
一 認定又は特伊啜定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はいこヽしB
＾
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当敏滞納処分¢終了の日から3年を経過

しない法人
はい。⊂憂2

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上起二塁饉登コヨ幽酪鱈退豊壼墾菫」2量塑
=壺
愛剋:盟書

「そ2.4■」堕c壁こ囲1墨i里:曇16〔』l11目甘騒:=」壁1コ型I⊇1」量とLi菫:量生量1」」!」itti國:些

`週

こ

`塁

:う」堕G:コ:塑」」睦」1望±主登二:L_____

※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在C輛腑駿勝)に係る絆6愉B目書も添付すること

※役員■西開見捏颯用壁」書には添付不要

6 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 IiL\.C\t-\a
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。

´―――
はいせ い`ス国税に係る重方「算税又は地方税に係る』勤

"車

金を課された日から3年を経過しない法人
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書式第16号 (法第44条・ 51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営禾1括載法人 日本テニスウエルネス協会

_ヽ′

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予定

場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当

予 定 額

テニス及び

ボランティア活動の

普及、振興

ラケットリサイクル

#,*7=z

レイテイングによる

テニス普及活動

通年

11月

6, ltE

全国各地

あり
'な
ろ

ラケット

クラブ

仙台市

3名

2名

3名

希望団体ヘ

送付

参加希望する

親子
"名

参加希望する

∞名

1∞ 千円

テ‐スによる

子供の健全育成

ジュニア大会 25,7,8,

10,12月

京都府 1∞ 名 参力障希望する

1,6∞ 名

50千円

|

|




